
交通事故証明書（見本）※申請後 10 日～２週間程度で申請者住所に郵送されます。 

 

損保会社押印の写しは国保への提出の際、
原本として取扱い可能です。



 
 

★用紙は警察署・交番および駐在所に置いています。 

★警察に届け出ていない交通事故については、証明書の発行ができません。 

★他府県で発生した交通事故でも、この申請書で申し込むことができます。 

  ◎証明書の内容 
  交通事故の発生日時・場所、当事者の住所・氏名・事故の類型等について証明します。 

  ◎申し込みが出来る人 
・交通事故の当事者（加害者・被害者） 

・証明書の交付を受けることについて正当な利益のある方 

（例：損害賠償の請求権がある親族・雇い主、保険金の受取人等） 

 

◎申し込みの方法 
・ゆうちょ銀行・郵便局での払込み 

証明書申込用紙に必要事項を記入のうえ、証明書の手数料１通につき 600 円と払込料金を添えて、 

ゆうちょ銀行または郵便局でお申し込みください。 

 

  ・自動車安全運転センター事務所窓口での申し込み 

   センター事務所窓口にて、手数料を添えてお申し込みください。 

   （自動車安全運転センター大阪府事務所 

       〒571-0033 門真市一番町 23-16 門真運転免許試験場内） 

 

  ・インターネットからの申し込み 

   自動車安全運転センター https://www.jsdc.or.jp からお申し込みください。 

 

◎証明書は、通常の場合、申し込みの日から約 10 日～２週間で郵送されます。 

現在1通800円に改定されています。
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